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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　任意のアプリケーションソフトを起動して所定の情報を表示可能な電話装置であって、
　通話中の通話相手音声から通話相手の声紋を解析する声紋解析手段と、
　通話中に表示していた表示情報または通話中に起動していたアプリケーションソフトに
係わるアプリ情報を当該通話相手の電話番号および声紋と対応付けて記憶する表示情報・
起動アプリ情報記憶手段と、
　新たな発信または着信を受付けると、当該発信または着信の通話相手の電話番号を特定
し、前記表示情報・起動アプリ情報記憶手段を参照して当該通話相手の電話番号に対応す
る表示情報またはアプリ情報を検索し、検索した前記通話相手の電話番号に対応する表示
情報またはアプリ情報が複数存在する場合に、前記声紋解析手段は通話相手音声から通話
相手の声紋を解析し、前記検索した複数の通話相手の電話番号に対応する表示情報または
アプリ情報を参照して当該通話相手の電話番号および声紋に対応する表示情報またはアプ
リ情報を検索し、
　検索した前記通話相手の電話番号および声紋に対応する表示情報またはアプリ情報が１
以上存在する場合に、当該表示情報を表示するもしくは当該アプリ情報に対応するアプリ
ケーションソフトを起動する、または自電話装置を操作する者が指定するいずれかの表示
情報を表示するもしくは自電話装置を操作する者が指定するいずれかのアプリ情報に対応
するアプリケーションソフトを起動する自動表示・アプリ自動起動手段と、を有すること
を特徴とする電話装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の電話装置であって、
　当該通話中に表示していた表示情報を前記表示情報・起動アプリ情報記憶手段に記憶す
るか否かを問いかける情報を表示し、記憶を指示する操作がなされた場合に、
　前記表示情報・起動アプリ情報記憶手段は、当該通話中に表示していた表示情報を当該
通話相手の電話番号および声紋と対応付けて記憶することを特徴とする電話装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の電話装置であって、
　前記表示情報・起動アプリ情報記憶手段は、
　通話中に起動していた表示情報を当該通話相手の電話番号および声紋と対応付けて記憶
する場合に、前記表示情報をスクロールまたは拡大もしくは縮小して自電話装置が備える
表示部に表示していた前記表示情報の表示部位に係る情報をさらに記憶し、
　前記自動表示・アプリ自動起動手段は、
　新たな発信または着信を受付けて当該発信または着信の電話番号に対応する過去の通話
中に表示していた表示情報を表示する場合に、前記記憶した表示情報の表示部位を表示す
ることを特徴とする電話装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の電話装置であって、
　前記表示情報・起動アプリ情報記憶手段は、
　通話中に起動していたアプリケーションソフトに係わるアプリ情報を当該通話相手の電
話番号および声紋と対応付けて記憶する場合に、前記通話中に起動していたアプリケーシ
ョンソフトに用いたファイル名およびアドレスに係るアプリの作業履歴をさらに記憶し、
　前記自動表示・アプリ自動起動手段は、
　新たな発信または着信を受付けて当該発信または着信の電話番号および声紋に対応する
過去の通話中に起動していたアプリケーションソフトに係わるアプリ情報を起動する場合
に、前記記憶したアプリケーションソフトのファイル名およびアドレスに係るアプリの作
業履歴を読み出して元の作業状態に復帰することを特徴とする電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話装置に係り、特にアプリケーションソフトを実行する電話装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ワープロや表計算ソフト、電子メール、Ｗｅｂブラウザソフト等のアプリケーシ
ョンソフトを開きながら電話で説明することがある。このときに、通話とアプリケーショ
ンソフトは、別々な管理がされているので、同じ相手から電話がきたときに、前回と同じ
説明を求められることがあるが、そのたびに前回と同じアプリケーションソフトやファイ
ルを探して開かなくてはならなかった。このため、通話を開始してから相手に説明するま
で、「ファイルが開くまで少し待ってください」などと、相手を待たせてしまうことがあ
った。
【０００３】
　特許文献１には、電話番号とアプリケーションプログラムを対応して管理することが示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１０７９１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　特許文献１に記載の方法は、電話帳の電話番号とアプリケーションソフトが予め対応付
けられて管理されている。したがって、電話帳に記載されていない通話相手と通話したと
きや、使用するアプリケーションソフトが変更されたときには、機能を果たさなかった。
【０００６】
　本発明は、以上の点を考慮してなされたもので、本発明の目的は同じ相手と通話すると
きに、前回の通話時に利用したアプリケーションソフトの履歴からＷｅｂブラウザやワー
プロ、表計算ソフトなどを立ち上げ、通話開始と共に資料を共有する技術を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題は、任意のアプリケーションソフトを起動して所定の情報を表示可能な電
話装置であって、通話中の通話相手音声から通話相手の声紋を解析する声紋解析手段と、
通話中に表示していた表示情報または通話中に起動していたアプリケーションソフトに係
わるアプリ情報を当該通話相手の電話番号および声紋と対応付けて記憶する表示情報・起
動アプリ情報記憶手段と、新たな発信または着信を受付けると、当該発信または着信の通
話相手の電話番号を特定し、前記表示情報・起動アプリ情報記憶手段を参照して当該通話
相手の電話番号に対応する表示情報またはアプリ情報を検索し、検索した前記通話相手の
電話番号に対応する表示情報またはアプリ情報が複数存在する場合に、前記声紋解析手段
は通話相手音声から通話相手の声紋を解析し、前記検索した複数の通話相手の電話番号に
対応する表示情報またはアプリ情報を参照して当該通話相手の電話番号および声紋に対応
する表示情報またはアプリ情報を検索し、検索した前記通話相手の電話番号および声紋に
対応する表示情報またはアプリ情報が１以上存在する場合に、当該表示情報を表示するも
しくは当該アプリ情報に対応するアプリケーションソフトを起動する、または自電話装置
を操作する者が指定するいずれかの表示情報を表示するもしくは自電話装置を操作する者
が指定するいずれかのアプリ情報に対応するアプリケーションソフトを起動する自動表示
・アプリ自動起動手段と、を有することを特徴とする電話装置により、達成できる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、以前所定のアプリケーションを使用して通話したことのある相手と新
たに通話するときに、前回利用したアプリケーションソフトおよびそのファイルを起動す
るので、アプリケーションソフトおよびそのファイルを開くための待ち時間を短縮させる
電話装置を提供できる。また、通話終了後に通話中使用していたアプリケーションを自動
登録するので、登録操作無しで次回同じアプリケーションソフトを立ち上げることが出来
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】電話機の機能ブロック図である。
【図２】通話履歴表を説明する図である。
【図３】電話機の着信のフローチャートである。
【図４】電話機の通話および終話のフローチャートである。
【図５】電話機システムのハードウェアブロック図である。
【図６】電話機の機能ブロック図である。
【図７】パーソナルコンピュータの機能ブロック図である。
【図８】２台の電話機とパーソナルコンピュータとのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、実施例を用い図面を参照しながら詳細に説明する
。なお、実質同一部位には同じ参照番号を振り、説明は繰り返さない。
【実施例１】
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【００１１】
　図１を参照して、電話機１の機能ブロックを説明する。図１において、電話機１は、通
信インタフェース１０１と、通信制御部１０２と、呼制御部１０３と、マンマシン（ＭＭ
）インタフェース１０４と、音声処理部１０５と、通信履歴記憶部１０６と、音声話者判
定処理部１０７と、アプリケーション起動指示部１０８と、ＬＯＧ管理部１０９と、アプ
リケーション処理部１１０と、キー１１１と、表示器１１２と、スピーカ１１３と、ハン
ドセット１１４とから構成されている。
【００１２】
　通信インタフェース部１０１は、ネットワーク２に接続する通信インタフェースである
。通信制御部１０２は、パケット通信の接続処理を実行する。呼制御部１０３は、通話相
手との通信呼を制御する。呼制御部１０３は、電話機の発着信処理、アプリケーションソ
フトＬＯＧの転送処理、通信履歴の転送制御、ＩＰ網に接続されたサーバと接続制御をす
る。
【００１３】
　ＭＭインタフェース部１０４は、キー１１１からのダイヤル情報入力や、使用している
アプリケーションを記憶させる特定操作、アプリケーションソフトを操作等の入力情報を
呼制御部１０３に渡し、呼制御部１０３から発着信に伴う表示情報を受け取ると表示器１
１２へ渡す。またＭＭインタフェース部１０４は、音声処理部１０５と連携し、音声デー
タの入出力処理をする。また、ＭＭインタフェース部１０４は、アプリケーションソフト
で利用するキー１１１、表示器１１２、音声処理部１０５の情報受け取ると、ＬＯＧ管理
部１０９でＬＯＧを取ってアプリケーション処理部１０９に送る。
【００１４】
　音声処理部１０５は、ＭＭインタフェース部１０４から音声データ受信してスピーカ１
１３へ着信音や通話音声の送出と電話機の通話をするハンドセット１１４の音声処理をす
る。また、音声処理部１０５は、音声話者判定処理部１０７に通話相手の音声を送る。通
信履歴記憶部１０６は、呼制御部１０３の発着信履歴を記憶し、日時、発着信、発信者の
電話番号となる発番号、通話時間を記憶する。通信履歴記憶部１０６では、音声話者判定
処理部１０７からの話者声紋を受け取り、アプリケーション起動指示部１０８へアプリケ
ーションソフトＬＯＧを送り、ＬＯＧ管理部１０９からのアプリケーションＬＯＧを受け
て記憶する。なお、通信履歴の登録では、電話帳を用いて、電話帳に示された電話番号と
一致した通話相手を通話履歴に追加しても良い。
【００１５】
　音声話者判定処理部１０７は、音声処理部１０５から音声を受けると、音声の声紋とな
る話者声紋を抽出する。音声話者判定処理部１０７は、通信履歴記憶部１０６に登録済み
の話者声紋と比較して、一致したと判断すると、話者を特定する。音声話者判定処理部１
０７は、アプリケーション起動指示部１０８に話者声紋が一致したことを示す一致情報を
送る。また、話者声紋を通信履歴記憶部１０６に送って話者声紋を記憶する。
【００１６】
　アプリケーション起動指示部１０８は、音声話者判定処理部１０７で通話相手が特定さ
れると、通信履歴記憶部１０６に登録されたアプリケーション、ファイル、アドレスを読
み出して、ＬＯＧ管理部１０９に送る。ＬＯＧ管理部１０９は、アプリケーション処理部
１１０への起動指示と電話機１の操作指示とアプリケーションソフトの動作を、イベント
毎かまたは定期的に集める。集めた結果について、ＬＯＧ管理部１０９は、通信履歴記憶
部１０６で通話相手に合わせて記憶する。アプリケーション処理部１１０は、Ｗｅｂブラ
ウザ、ワープロ、表計算、電子メールとそのファイルが格納されていて、それぞれのアプ
リケーションソフトが処理される機能部である。
【００１７】
　図２を参照して、通話履歴表を説明する。ここで、通話履歴表１０００は、通信履歴記
憶部１０６に記憶されるデータである。図２において、通話履歴表１０００は、通話履歴
１０１０と、アプリケーション起動端末１０２０と、アプリケーションソフトＬＯＧ１０
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３０とで構成される。また、通話履歴１０１０は、通話履歴日時１０１１と、電話番号１
０１２と、発着信１０１３と、話者声紋１０１４とを含む。アプリケーションソフトＬＯ
Ｇ１０３０は、アプリケーションソフト１０３１と、ファイル／アドレス情報１０３２と
を含む。
【００１８】
　通話履歴表１０００は、発着信履歴を時系列に記憶したレコード１０４１、１０４２、
１０４３、１０４４で構成される。
  通話履歴１０１０は、通話に関する履歴情報を記憶する。アプリケーション起動端末１
０２０は、アプリケーションソフトを起動させる端末を選択するための情報を格納する。
アプリケーションソフトＬＯＧ１０３０は、アプリケーションソフトの実行結果を記憶す
る。
【００１９】
　通話履歴日時１０１１は、発着信日時と通話時間を記憶する。電話番号１０１２は、発
着信した通話相手の電話番号を記憶する。発着信１０１３は、通話が発信されたものか着
信されたものかを記憶する。話者声紋１０１４は、通話相手の音声から音声スペクトルを
求めたデータを記憶する。
【００２０】
　アプリケーションソフト１０３１は、通話中に利用したアプリケーションソフトを記憶
する。ファイル／アドレス情報１０３２は、通話中に利用したファイル名、ページ、アド
レス、ＵＲＬなどを記憶する。
【００２１】
　時系列に記憶したレコード１０４１とレコード１０４２は、電話番号１０１２が同一で
あって、話者声紋１０１４が異なっている。このように、発番号が同じ電話番号であって
も話者声紋１０１４によって、正しい通話相手を見分けることができるので、アプリケー
ションソフト１０３１とファイル／アドレス情報１０３２を正しく起動できる。
【００２２】
　時系列に記憶したレコード１０４３は、電話機１が発信したときのアプリケーションソ
フト１０３１とファイル／アドレス情報２１０を記憶している。時系列に記憶したレコー
ド１０４４は、電話機１の通信記録と電話機１のアプリケーションソフトを動作させた記
録である。
【００２３】
　図３を参照して、電話機１の着信処理を説明する。図３において、このフローチャート
は、電話機１は発着信可能な状態である待機状態から開始する。電話機１は、着信があっ
たか判定する（Ｓ３０２）。ＹＥＳのとき、電話機１は、発番号と通話履歴表の電話番号
とが一致するか判定する（Ｓ３０３）。ＹＥＳのとき、電話機１は、当該電話番号に複数
の話者候補があるか判定する（Ｓ３０４）。ＹＥＳのとき、電話機１は、応答するか判定
する（Ｓ３０５）。ＹＥＳのとき、電話機１は、アプリケーションソフトのＬＯＧがある
か判定する（Ｓ３０６）。ＹＥＳのとき、電話機１は、通話相手の音声から話者声紋を取
り出す（Ｓ３０７）。電話機１は、通話相手の音声と通話履歴の音声が一致するか判定す
る（Ｓ３０８）。ＹＥＳのとき、電話機１は、話者声紋からアプリケーション起動端末と
アプリケーションＬＯＧを選択する（Ｓ３０９）。電話機１は、選択した情報をアプリケ
ーション起動端末に送り、起動を指示して（Ｓ３１０）、通話中に遷移する。
【００２４】
　ステップ３０６またはステップ３０８でＮＯのとき、電話機１は、そのまま通話中に遷
移する。ステップ３０３でＮＯのとき、電話機１は、通話履歴に発信番号を保存する（Ｓ
３１１）。電話機１は、応答するか判定する（Ｓ３１５）。ＹＥＳのとき、電話機１は、
通話中に遷移する。ステップ３０４でＮＯのとき、電話機１は、アプリケーションソフト
ＬＯＧがあるか判定する（Ｓ３１２）。ＹＥＳのとき、電話機１は、電話番号からアプリ
ケーション起動端末のアプリケーションＬＯＧを選択する（Ｓ３１３）。電話機１は、選
択した情報をアプリケーション起動端末に送り、起動を指示して（Ｓ３１４）、ステップ
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３１５に遷移する。ステップ３１２でＮＯのとき、電話機１は、そのままステップ３１５
に遷移する。
【００２５】
　図４を参照して、通話および終話の処理を説明する。図４において、このフローは、図
３のステップ３１０またはステップ３１５に引き続いて、開始される。電話機１は、通話
中になると通話相手の発話音声が有るか否か判断する（Ｓ４０２）。発話音声が有ると（
ＹＥＳ）、電話機１は、通話相手の音声から話者声紋を取り出す（Ｓ４０３）。電話機１
は、取り出した話者声紋を通信履歴に保存する（Ｓ４０４）。ステップ４０２で、通話相
手の発話音声が無ければ（ＮＯ）またはステップ４０４に引き続いて、電話機１は、アプ
リケーションソフトの起動や終了、ファイルやアドレスの更新や表示を更新する特定操作
が有るか否かを判断する（Ｓ４０５）。
【００２６】
　特定操作がなければ（ＮＯ）、電話機１は、通話終了を判断する（Ｓ４０７）。ＹＥＳ
のとき、電話機１は、終了する。ステップ４０７でＮＯのとき、電話機１は、ステップ４
０２に遷移する。
【００２７】
　ステップ４０５で、特定操作が有れば（ＹＥＳ）、電話機１は、アプリケーションソフ
トの起動や終了、ファイルやアドレスの更新や表示を更新する特定操作と、スクロールや
拡大縮小などの表示を通話履歴のアプリケーションソフトＬＯＧの記憶を更新して（Ｓ４
０６）、ステップ４０７に遷移する。
【００２８】
　また、図３は、電話機1が着信を受付けた場合の説明をしているが、電話機１から発信
した場合も同様の処理を行う。
【００２９】
　アプリケーションソフトＬＯＧの更新の具体例として、アプリケーションソフトの新規
立ち上げ、アプリケーションソフトの終了、ワープロのページの更新、Ｗｅｂブラウザの
ＵＲＬのイベントの発生がある。また、アプリケーションソフトの利用状況を一定周期で
更新することもできる。
【００３０】
　このように、電話機１は、通話中にアプリケーションソフトの利用状況と話者を通話履
歴に記憶する。通話履歴に記憶しているので、次に同じ電話番号または同じ話者に合わせ
て前に使ったアプリケーションソフトを着信に合わせて立ち上げることができる。
【実施例２】
【００３１】
　図５を参照して、実施例２の電話システムの構成を説明する。図５において、電話シス
テム５００は、ＩＰ電話機１０と、パーソナルコンピュータ２０と、ＬＡＮ３０と、ＧＷ
（Gateway）／ルータ４０と、ＩＰ外線５０と、ＩＰ網６０とで構成されている。
【００３２】
　ＩＰ電話機１０は、パケット通信機能と、通話、アプリケーション管理、通信履歴管理
、表示、入出力機能を有する通信端末である。パソコン２０は、パケット通信機能とアプ
リケーションソフト、アプリケーションソフトＬＯＧの取得と転送、表示、入出力機能を
有する。ＬＡＮ３０は、Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋである。ＬＡＮ３０は、パ
ケット通信機器を接続して通信するネットワークである。
【００３３】
　ＧＷ／ルータ４０は、ＬＡＮ３０に接続される通信機器とＩＰ網６０に接続される通信
機器との間でパケット通信するための機器である。ＩＰ外線５０は、ＩＰ網６０に接続す
るための通信線である。ＩＰ網６０は、ＩＰパケット通信するパケット網であって、図示
しないＷｅｂサーバや通話サーバと通話相手が接続される。
【００３４】
　図６を参照して、ＩＰ電話機１０の機能ブロックを説明する。図６において、ＩＰ電話
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機１０は、通信インタフェース１０１と、通信制御部１０２と、呼制御部１０３と、ＭＭ
インタフェース１０４と、音声処理部１０５と、通信履歴記憶部１０６と、音声話者判定
処理部１０７と、アプリケーション起動指示部１０８と、ＬＯＧ管理部１００９と、ＬＯ
Ｇ転送処理部１０１０と、キー１１１と、表示器１１２と、スピーカ１１３と、ハンドセ
ット１１４とから構成されている。
【００３５】
　通信インタフェース部１０１は、通話相手のネットワークに接続する通信インタフェー
スである。通信制御部１０２は、パケット通信の接続処理を実行する。呼制御部１０３は
、通話相手との通信呼を制御する。呼制御部１０３は、電話機の発着信処理、アプリケー
ションソフトＬＯＧの転送処理、通信履歴の転送制御、ＩＰ網に繋がるサーバと接続制御
をする。
【００３６】
　ＭＭインタフェース部１０４は、キー１１１からのダイヤル情報入力やアプリケーショ
ンソフトを操作する入力情報と、表示器１１２への発着信に伴う通信情報やアプリケーシ
ョンソフトの表示をする表示部と、音声処理部１０５との音声データの入出力と、アプリ
ケーションソフトの操作または発着信に伴う発着信操作をＬＯＧ管理部１００９に転送す
る。
【００３７】
　音声処理部１０５は、ＭＭインタフェース部１０４から音声データ受信してスピーカ１
１３へ着信音や通話音声の送出と電話機の通話をするハンドセット１１４の音声入出力を
する。また、音声処理部１０５は、音声話者判定処理部１０７に通話相手の音声を送る。
【００３８】
　通信履歴記憶部１０６は、呼制御部１０３の発着信履歴を記憶し、日時、発着信、発信
者の電話番号となる発番号、通話時間を記憶する。通信履歴記憶部１０６で、音声話者判
定処理部１０７からの話者声紋を受け取り、アプリケーション起動指示送信部１０８へア
プリケーションソフトＬＯＧを送り、ＬＯＧ管理部１００９からのアプリケーションＬＯ
Ｇを受けて記憶する。
【００３９】
　音声話者判定処理部１０７は、音声処理部１０５から音声を受けると、音声の声紋とな
る話者声紋を抽出する。音声話者判定処理部１０７は、通信履歴記憶部１０６に登録済み
の話者声紋と比較して、一致したと判断すると、アプリケーション起動指示送信部１０８
に一致情報を送る。また、話者声紋を通信履歴記憶部１０６送って話者声紋を記憶する。
【００４０】
　アプリケーション起動指示送信部１０８は、音声話者判定処理部１０７で通話相手が特
定されると、通信履歴記憶部１０６に登録されたアプリケーション、ファイル、アドレス
を読み出して、ＬＯＧ管理部１００９に送る。
【００４１】
　ＬＯＧ管理部１００９は、パソコン２０への起動指示やＩＰ電話機１０からの操作指示
とアプリケーションソフトの動作をイベント毎または定期的に記憶する。記憶した結果は
、通信履歴記憶部１０６で通話相手に合わせて記憶する。ＬＯＧ転送処理部１０１０は、
パソコン２０に送信するアプリケーションＬＯＧの送信と、パソコン２０から受信するア
プリケーションＬＯＧの通信処理を実行する。
【００４２】
　図７を参照して、パソコン２０の機能ブロックを説明する。図７において、パソコン２
０は、通信インタフェース部２０１と、通信制御部２０２と、呼制御部２０３と、ＭＭイ
ンタフェース部２０４と、音声処理部２０５と、ＬＯＧ転送処理部２０６と、アプリケー
ション起動指示受信部２０７と、ＬＯＧ取得部２０８と、アプリケーション処理部２０９
とから構成されている。また、パソコン２０には、キー２１０と、表示器２１１と、スピ
ーカ２１２と、マイク２１３とが接続されている。
【００４３】
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　通信インタフェース部２０１は、ＬＡＮ３０に接続するインタフェースである。通信制
御部２０２は、パケット通信の通信制御を実行する。通信制御部２０２は、ＬＡＮ３０に
接続された機器とパケット通信の接続処理をする。
【００４４】
　呼制御部２０３は、パソコン２０やＩＰ網６０に接続されたサーバと接続制御をする。
また、届いたデータが音声通信に関するデータであれば、呼制御部２０３は、ＭＭインタ
フェース２０４に渡す。届いたデータがアプリケーションソフトに関する情報で有れば、
呼制御部２０３は、ＬＯＧ取得部２０８に渡す。パソコン２０からのアプリケーションＬ
ＯＧに関する情報のとき、呼制御部２０３は、アプリケーション起動指示受信部２０７に
渡す。
【００４５】
　ＭＭインタフェース部２０４は、キー２１０からのダイヤル情報入力やアプリケーショ
ンソフトを操作する入力情報と、表示器２１１への発着信に伴う通信情報やアプリケーシ
ョンソフトの表示をする表示部と、音声処理部２０５との音声データの入出力と、アプリ
ケーションソフトの操作または発着信に伴う発着信操作をＬＯＧ取得部２０８に転送する
。
【００４６】
　音声処理部２０５は、ＭＭインタフェース部２０４から音声データを受信して音声を出
力するスピーカ２１２への出力と音声入力するマイク２１３の音を処理する。ＬＯＧ転送
処理部２０６は、ＩＰ電話機１０から受け取るアプリケーションＬＯＧの受信と、ＩＰ電
話機１０へ送信するアプリケーションＬＯＧの通信処理を実行する。
【００４７】
　アプリケーション起動指示受信部２０７は、呼制御部２０３からアプリケーションソフ
トを起動するための指示が送られると、ＬＯＧ取得部２０８でアプリケーション起動指示
のＬＯＧを取り、アプリケーション処理部２０９に内蔵されたアプリケーションソフトへ
の起動指示を送る。
【００４８】
　ＬＯＧ取得部２０８は、アプリケーション処理部２０９に起動指示すると、起動指示し
たことをＩＰ電話機１０に転送処理する。また、ＬＯＧ取得部２０８は、ＭＭインタフェ
ース部２０４からアプリケーション処理部２０９への操作指示や、アプリケーションソフ
トがファイルやアドレスを更新した情報のＬＯＧを取って、ＩＰ電話機１０に転送する。
【００４９】
　アプリケーション処理部２０９は、Ｗｅｂブラウザやワープロ、表計算、メールなどの
アプリケーションソフトとその関連ファイルが格納されていて、アプリケーションソフト
を動作させる。
【００５０】
　図８を参照して、図５のＩＰ網に接続された図示しないＩＰ電話機１０－２と、ＩＰ電
話機１０と、パソコン２０との間のアプリケーション起動のシーケンスを説明する。なお
、ＩＰ電話機１０－２と、ＩＰ電話機１０との間のＳＩＰ（Session Initiation Protoco
l）の処理は、簡便に記載する。
【００５１】
　ＩＰ電話機１０－２は、ＩＰ電話機１０にＩＮＶＩＴＥを送信する（Ｓ８０１）。ＩＮ
ＶＩＴＥは、ＩＰ電話機１０－２がＩＰ電話機１０と通話を確立するための呼設定要求で
ある。呼設定要求では、ＩＰ電話機１０－２の電話番号が含まれて到着する。
【００５２】
　ＩＰ電話機は、鳴動して、１８０ ＲｉｎｇｉｎｇをＩＰ電話機１０－２に送信する（
Ｓ８０２）。１８０ Ｒｉｎｇｉｎｇは、ＩＰ電話機１０が呼設定要求を受け取って、Ｉ
Ｐ電話機１０－２に呼び出し中であることを応答するものである。
【００５３】
　ＩＰ電話機１０は、パソコン２０にアプリケーション起動要求を送信する（Ｓ８０３）
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。アプリケーション起動要求は、ＩＰ電話機１０が呼設定要求に含まれる電話番号と通信
履歴が一致すると、一致した通信履歴からアプリケーションソフトＬＯＧを選択して、パ
ソコン２０にアプリケーションソフトの起動要求を出すものである。
【００５４】
　ＩＰ電話機１０は、パソコン２０にＬＯＧ開始要求を送信する（Ｓ８０４）。ＬＯＧ開
始要求は、パソコン２０へアプリケーションソフトのＬＯＧ取りを開始するＬＯＧ開始要
求と、パソコン２０で得られたＬＯＧをＩＰ電話機１０へ送るアプリケーションＬＯＧ送
信の開始要求である。
【００５５】
　パソコン２０は、アプリケーションが起動すると、ＩＰ電話１０にアプリケーション起
動通知を送信する（Ｓ８０５）。アプリケーション起動通知は、パソコン２０がアプリケ
ーション起動要求を受け取って、アプリケーションソフトを起動させたことを、ＩＰ電話
１０に通知するものである。
【００５６】
　ＩＰ電話１０は、ＩＰ電話１０－２に２００ ＯＫを送信する（Ｓ８０６）。２００ Ｏ
Ｋは、ＩＰ電話機１０がＩＰ電話機１０－２からの着信に応答した事を示す。ＩＰ電話１
０－２は、ＩＰ電話１０にＡＣＫを送信する（Ｓ８０７）。ＡＣＫは、ＩＰ電話機１０－
２が２００ ＯＫの受け取ったことを示す。
  以上の手順で、ＩＰ電話機１０－２と、ＩＰ電話機１０とは、通話状態となる。
【００５７】
　パソコン２０は、定期的にＩＰ電話機１０にアプリケーションＬＯＧを送信する（Ｓ８
０９）。アプリケーションＬＯＧは、パソコン２０のアプリケーションソフトにファイル
の更新やアドレスの更新が有ると、パソコン２０で更新されたアプリケーションソフトの
ＬＯＧをＩＰ電話機１０へ送るものである。Ｓ８０９－ｎのｎは、通話中にアプリケーシ
ョンＬＯＧ送信した回数である。
【００５８】
　通話状態にあるＩＰ電話機１０－２は、ＩＰ電話機１０にＢＹＥを送信する（Ｓ８１０
）。ＢＹＥは、ＩＰ電話機１０－２が通話終了したことを示す。ＩＰ電話機１０は、パソ
コン２０にＬＯＧ停止要求を送信する（Ｓ８１１）。ＬＯＧ停止要求は、ＩＰ電話機１０
がパソコン２０のＬＯＧを取ることを停止するＬＯＧ停止要求とアプリケーションＬＯＧ
送信の停止要求である。
【００５９】
　また、ＩＰ電話１０は、ＩＰ電話１０－２に２００ ＯＫを送信する（Ｓ８１２）。こ
の２００ ＯＫは、ＩＰ電話機１０がＩＰ電話機１０－２からの通話終了に対して切断完
了したことを示す。
【００６０】
　パソコン２０は、ＩＰ電話１０にＬＯＧ停止完了を送信する（Ｓ８１３）。ＬＯＧ停止
完了は、パソコン２０がＬＯＧ取得停止とＬＯＧ転送停止したことをＩＰ電話機１０に知
らせるものである。
【００６１】
　なお、ＩＰ電話機１０の通信相手として、ＩＰ電話１０－２を説明したが、ＩＰ電話１
０－２は、ＳＩＰサーバでもよい。ここで、ＳＩＰサーバは、ＩＰ電話機１０とＩＰ電話
機１０－３のセッションの開始と終了を仲介するサーバである。
【符号の説明】
【００６２】
　１…電話機、１０…ＩＰ電話機、２０…パーソナルコンピュータ、３０…ＬＡＮ（Loca
l Area Network）、４０…ＧＷ（Gateway）／ルータ、５０…ＩＰ外線、６０…ＩＰ網、
１０１…通信インタフェース、１０２…通信制御部、１０３…呼制御部、１０４…マンマ
シン（ＭＭ）インタフェース、１０５…音声処理部、１０６…通信履歴記憶部、１０７…
音声話者判定処理部、１０８…アプリケーション起動指示部、１０９…ＬＯＧ管理部、１
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１０…アプリケーション処理部、１１１…キー、１１２…表示器、１１３…スピーカ、１
１４…ハンドセット、２０１…通信インタフェース部、２０２…通信制御部、２０３…呼
制御部、２０４…ＭＭインタフェース部、２０５…音声処理部、２０６…ＬＯＧ転送処理
部、２０７…アプリケーション起動指示受信部、２０８…ＬＯＧ取得部、２０９…アプリ
ケーション処理部、２１０…キー、２１１…表示器、２１２…スピーカ、２１３…マイク
、５００…電話システム、１００９…ＬＯＧ管理部、１０１０…ＬＯＧ転送処理部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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